
 

                

 

 

多摩地域で初 

「八王子市幼児教育・保育センター」を設置！ 

幼児期における教育・保育の質の向上を総合的に推進するため、その中核的役割を

担う「八王子市幼児教育・保育センター」を設置します。 

専門の部署として設置するのは、多摩地域で初となります。 

 

１ 設置背景 

本市には、保育園や幼稚園などの就学前児童が通う施設数が２００施設以上あ

り、そのほとんどが民間事業者による運営である。事業者からは、より質の高い

教育・保育を提供できる認定こども園への移行が高まり、その実現に向けた支援

が求められている。また、市民アンケート調査では、幼児教育・保育の充実を求

めるニーズが年々高まっている。 

これらのことから、本市として幼児期における教育・保育の実践の質の向上を

総合的に推進する専門的な指導・助言できる体制を整備する。 

 

２ 設 置 日 ２月１５日（月） 

 

３ 設置場所 子ども家庭部 子どものしあわせ課内 

 ＜事業イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜センターとしての新たな取組＞ 

①研修機能  研修を一括管理し、職種・年代別・スキルなどを考慮した研修体系を整備 

②支援機能  幼児教育・保育アドバイザー２名による幼児教育・保育の実践的巡回支援 

③情報収集発信機能  本市のすべての施設を対象とした「ガイドライン」の策定 

④連携機能  認定こども園における教育内容等について教育委員会との連携強化 

    

＜問い合わせ＞ 子ども家庭部子どものしあわせ課長 澤田 

                       電話 ０４２－６２０－７３９１ 

令和３年（２０２１年）２月１０日 
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